
金
滞
古
蹟
志
巻

十
八

院
の
関
山
前
段
が
伊
勢
よ
り
開
け
来
り
た
る
榊

E
愛
白
血
寺
中

K
勤
務

せ
し
都
を
い
へ
る
も
の
也
。按
十
る
に
、
榊
を
以
て
一
脚
質
と
崇
む
る
事

は
.
往
昔
よ
り
共
の
例
多
し
。
伊
呂
波
字
類
抄

K
.
京
都
吉
悶
批
の

保
氏
、
永
正
一
光
年
山
蔭
中
納
骨
R
奉
ν
銀
v
之
o
春
日
大
原
野
奉
忌
M
V

之。

以
v
桝
籍
=
正
偲
↓

と
見
ね
、

副
刊
紳
本
僚
に
、
榊
殿
不
v
安
=御
偲
↓
唯
附
=

賢
木
↓
た
ど
h

あ
り
。
故

km雷
除
閉
山
一肺
剛
院
も
、
伊
勢
一
脚
宮
よ
り

榊
を
諮
け
来
り
て
犀
川
一
糾
明
枇
の
一
脚
質
と
た
し
、
一
一
拡
を
吏

K
創
建

し、

侠
男
族
市
を
榊
主

K
Jな
し、

多
四
時
副
肢
と
格
し
・向
抗
野
一
柳
枇
の

草
創
を
た
し
た
る
も
の
也
。
然
る
に
明
治
股
務
世
間制の
際
、
多
国
讃

岐
が
子
孫
鬼
一
郎
な
る
者
、
一
枇
地
を
資
却
し
て
狭
少
と
た
し
、
刺
股

を
破
壊
し
て
榊
枇
の
衰
微
を
耐
附
し
た
る
は
・
貨
に
悪
む
べ
き
事
た
り

し
故

K
、
途
に
首
枇
の
一
例
官
主
取
除
か
れ
た
り
と
い
へ
ど
も
‘
氏
子

有
志
の
滋
楠
田
氏
依
り
て
、
枇
地
を
ば
漸
〈
取
返
し、

制
殿
を
新
築
し
、

判
明

e
復
古
友
し
た
り
o

A
正
金
〈
氏
子
の
カ
と
い
ふ
ベ
し
。

正
徳
四
年
七
月
十
八
日
内
侍
所

K
侍
り
け
る
鈴
を

金
滞
糾
明
宮

K
納
車
中
る
と
て

本

五E

Hlt 

山

ふ
り
い
で
t
A

と
の
一
脚
垣
の
す
ピ
虫
も

千
代
松
む
し
も
務
や
そ
ふ
ら
ん

左。
一
筆
致

K
M上
-
候
。
袋
一沌
相
桜
儀
無
=
御
座
-
候
僚
、
可
=御
心
安
-
候
。

蛍
月
来
月
中
南
御
所
様
御
成
之
雌
慨
に
御
座
候
問
.
是
叉
可
=御
心

安
-
候
。

一
、
金
滞
之
御
榊
明
御
{目
立
.
夏
中
陀
中
納
言
扱
御
祈
念
之
た
め

御
屋
敷
な
ど
致
a
拝
領
一
糾
主
取
立
申
W

引
に
御
座
候
。
則
御
つ
ぽ
ね

桜
h
茂
申
ト
‘
候
へ
共
、
御
女
儀
之
儀
に
候
へ
ば
、
御
三
人
様
車
中
v
級

候
問
、
御
肝
煎
被
ν
成
、
御
宮
建
相
調
申
様
K
奉
ν
抑
制
存
候
。
御
言
葉

迄
モ
へ

さ
せ
ら
れ
可
ν

被
v
下
候
。
山
品
年
御
成
努
-M

御
座
候
僚
、
気
=

御
祈
融制
之
-
右
之
仕
合
医
御
座
候
。
恐
悦
也
言
。

四
月
五
日

西

尾

悠

人

制

石

川

茂

兵

衛

様
部

桜

中

村

刑

西

尾

右

馬

助

桜

御
建
立
破
損
御
修
理
之
郎
官

一
、
中
納
言
様
翁
=
御
前
際
-
御
建
立
可
ν
被
ν
鴛
v
成
出
口
被
a

仰
出
一
西
尾
隼

人
殿
御
移
行
に
而
御
宮
御
再
興
之
御
企
候
出
山
花
、
御
宮
屋
敷
せ
ば
く

御
座
候
由
被
。仰
上
-候
へ
ば
、
則
御
地
帯
行
石
川
茂
兵
衛
殿
・
西
村
右

金
四
開
古
蹟
志
港
十
凡

O 

O
泉
野
神
社
神
殿
溢
曽

山一品
枇
脚
殿
の
逝
替
の
濫
鰯
は
、
前
同
捌
観
音
院
仰
古
都
の
古
鐙
先
A
W
M
K
・

古
肥
前
桜
山
町
地

h
御
移
被
ν
成
候
刷
、
寺
枇
屋
敷
可
ν
辞

下
尚
に
付
、紳

明
屋
敷
之
昨
刷
、
松
平
伯
岩
田殿

山
田
出
初
段
h
紡
民
よ
り
致
=
訴
訟
一
陣

川
K
屋
敷
廿
五
間
四
方
致
=拝
領
一
周
年
十
一
月
五
日
宮
移
致
し
候
。

と
見
b
、
延
賀
二
年
四
月
多
悶
丹
波
守
よ
り
寺
刑
務
行

へ
出
し
た
る

党
書
に
も
、
利
長
様
御
入
園
被
v
矯
v
成
候
御
時
、
榊
明
御
宮
屋
敷
七
百

廿
八
歩
一
尺
四
寸
之
所
を
拝
領
仕
‘
御
建
立
地
に
被
ν
鴛
ν
成
候
。

北ハ

時
分
は
小
別
作
陀
て
御
座
候
。
御
山
古
屋
敷
御
率
行
松
平
伯
脊
守
殿
・

山
間
出

m守
殿
陀
而
御
座
候
事
。
と
紋
せ
た
り
。
按
守
る
に
、
利
長

卿
金
制
伴
入
部
は
民
長
凶
年
也
。
闘
屋
政
容
の
古
兵
談
に
も
、
院
長
四

年
八
月
利
長
卿
御
図
入
云
々
と
あ
り
。
卯
反
八
幡
制
記
民
、
利
長
卿

縦
長
四
年
金
器
へ
御
引
越
、
以
=
御
意
-
越
中
守
山
銀
座
八
特
大
榊
を

御
披
の
艮
方
卯
炭
山
荒
地
ね
御
池
管
被
ι
仰
付
↓
と
も
見
ね
た
れ
ば
、

此
の
時
卯
反
八
幡
と
共

K
枇
殿
建
替
の
悲
あ
り
し
と
聞
ゅ
。
但
し
此

の
一
脚
明
利
隊
は
耐
出
血
私
設
を
以
て
小
柄

E
4
U立
し
、
能
祉
の
草
創

E

た
し
た
る
怠
る
ベ

L
o
然
る
を
究
永
六
年
陀
利
常
卿
・
祈
念
の
翁
め

日
脚
殿
逃
管
あ
り
し
と
也
。
一
例
枇
に
仰
来
せ
る
西
尾
隼
人
の
判
書
如
ν

ι争

馬
助
殿
に
被
--
仰
何
一
究
永
六
年
間
二
月
十
八
日

K
四
百
=
.拾
三
歩
三

尺
之
庭
、
重
而
拝
領
仕
候
。
共
以
後
退
付
西
尾
隼
人
殿
宮
披
釆
女
殿

骨
♂
御
率
行
-
御
宮
御
建
立
成
就
仕
候
。
同
年
九
月
廿
六
日
就
ι
御
巡
官
一

銭
=
共
入
周
一
御
米
百
依
可
ν
被
ν
篤
ν
下
之
宮
西
尾
隼
人
殿
よ
り
被
ι
仰
波
一

同
月
廿
凶
日
に
先
組
競
技
守
拝
領
仕
候
事
。

一
、
盛
安
二
年
律
問
兵
左
術
門
殿
松
本
次
郎
兵
衛
殿
御
車中
行
被
a

仰

‘符》

付
二
ニ
枇
之
茅
到
.
井
拝
殿
.
御
池
之
埜
井
筒
、
鳥
居

.a遺
道
筋

土
塀
之
査
、
御
修
理
成
就
仕
候
事。

一、

究
文
拾
成
年
八
月
朔
日
よ
り
閃
六
日
迄
‘
政
鍋
御
修
理
。
御
奉

行
者
乱
問
機
五
郎
右
衛
門
殿
・姉
岡
武
右
術
門
殿
に
て
御
座
候
。
御
率

行
御
代
り
に
て
、
同
月
七
日
よ
り
十
月
初
迄
、
家
木
又
八
殿
深
町
普

問答一候右
召り‘ 41i街
分托問。 門

二御 年 殿
ー供破 御
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~~ 此在

仰
付
-
候
都
。

て
同
年
間
破
損
御
修
理
之
時
、
町
ざ
か
ひ
南
の
方
柵
、

右
御
供
所




